
 

 

３ 障がいのある人の人権  

 

【人権施策基本方針における目指す姿】 

障がいの有無にかかわらず、相互に人権と個性を尊重し、安心して暮らすこと 

ができる社会の実現 

【当該分野の人権施策が寄与すると考えられるＳＤＧｓの目標（ゴール）】 

               

 

【現状と課題】 

○近年、障がい者の権利擁護に向けた取組が国際的に進展し、平成１８（２００６）年に国連にお

いて、障がい者の人権及び基本的自由の享有を確保すること並びに障がい者の固有の尊厳の尊重

を促進するための包括的かつ総合的な国際条約である「障害者の権利に関する条約（障害者権利

条約）」が採択され、わが国では、平成１９（２００７）年に同条約に署名、その翌年の平成２０

（２００８）年に同条約は正式に発効しました。 

○同条約では、障がいに基づくあらゆる差別を禁止しています。ここで言う「差別」には、障がい

者であることを理由とする直接的な差別だけでなく、過度の負担ではないにもかかわらず、障が

い者の権利の確保のために必要で適当な調整等を行わないという「合理的配慮の否定」も含まれ

るということが、明確に示されています。またこの条約は、障がい者が他の人と平等に、住みた

い場所に住み、受けたい教育を受け、地域社会におけるサービスを利用できるよう、障がい者の

自立した生活と地域社会への包容について定めています。 

 

○日本国内では、同条約の締結に先立ち、国内法の整備をはじめとする諸改革を進めるべきとの障

がい当事者等の意見も踏まえ、平成２１（２００９）年に内閣総理大臣を本部長とする「障がい

者制度改革推進本部」を設置し、集中的に国内法制度改革を進めていくこととなりました。こう

した中、平成２３（２０１１）年には同条約の理念を踏まえた「障害者基本法」の改正が行われ

ました。 

○その後、さらに「障害者総合支援法」の成立、「障害者差別解消法」の成立及び「障害者雇用促進

法」の改正など、国内法の整備を始めとする様々な取組を進め、平成２６（２０１４）年１月に

同条約を批准しました。 

 

○平成２５（２０１３）年に制定された「障害者差別解消法」は、障害者基本法第４条に基本原則

とされた「差別の禁止」をより具体的に規定し、それが遵守されるための具体的な措置等を定め

たものであり、「障がいを理由とする不当な取扱いの禁止」「障がいのある人に対する合理的配慮

の提供」「差別の解消につながるような啓発や情報収集」などが規定されています。 

○また、平成２４（２０１２）年１０月には、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律（障害者虐待防止法）」が施行され、国や地方自治体、障がい者福祉施設従事者等、

使用者などに障がい者虐待の防止等のための責務を課すとともに、虐待を受けたと思われる障が

い者を発見した者に対する通報義務が課されています。 
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○障がい者の雇用状況については、鳥取労働局による「令和２年障害者の雇用状況」集計結果によ

ると、令和２年６月１日現在、鳥取県（知事部局・病院局・県教育委員会・県警察本部）の法定

雇用を達成していますが、民間で法定雇用（民間２．２％）達成している企業は６３．０％とな

っています。達成企業割合は前年度より４．４％増加していますが、令和３年３月に法定雇用率

が２．３％に引き上げられたこともあり、未達成企業へのさらなる働きかけが必要です。 

また、令和元年度に実施した鳥取県障がい者雇用実態調査では、職場定着の促進のため、職場で

の障がい特性への理解促進や業務内容等の十分な調整などが必要となることが明らかになりまし

た。障がい者の法定雇用達成の有無にかかわらず全ての企業において、職場環境の整備に向けた

さらなる取組みが必要です。 

 

○一方、県内の障がい者数は増加傾向で、かつ高齢化が進んでおり、今後も同様の傾向にあると見

込まれています。その中でも、精神障がい者数については、大きく増加しており、今後も通院患

者を中心に大幅に増加することが見込まれています。 

（出典：鳥取県障がい者プラン（R3.3）県内障がい者数は身体障がい者（身体障害者手帳所持者数）、知的障が 

い者（療育手帳所持者数）、精神障がい者（入院患者数（精神保健福祉資料：６月末調査）及び自立支援医療 

受給者数）の合計） 

 

○また、毎年９月に実施している「発達障がいと診断された幼児・児童・生徒の在籍者数調査」に

よれば、県内の発達障がいの診断を受けている幼児、児童・生徒の人数も継続的に増加しており、

全ての教職員の理解や専門性を向上させていく必要があります。 

 

○鳥取県人権意識調査（令和２年５月）によると、「障がいがある人が困難を経験するのは、周り 

の環境や制度などが障がいのない人（多数派）に合わせて作られているからだ」との問に対し「そ

う思う」「どちらかといえばそう思う」が７３．０％、「そう思わない」「どちらかといえばそう思

わない」は１６．７％でした。 

 

○本県でも、障害者権利条約や障害者差別解消法等条約及び整備された国内法等の考え方を基本と

しながら、差別の解消及び権利擁護の推進や、障がい者が地域で自立した生活を送るための各種

取組を進める必要があります。 

 

○本県では、「障害者差別解消法」に先行し、障がいの有無に関わらず、誰もが暮らしやすい社会の

構築を目指して「あいサポート運動」を平成２１（２００９）年に開始し、その取組は徐々に他

の自治体にも広がりを見せており、全国にあいサポーターが約５６万人（令和３（２０２１）年

３月末現在）、また、あいサポート企業・団体数も２，１９１団体（令和３（２０２１）３月末現

在）と増えており、こうした草の根的な活動を継続していく必要があります。 

 

○さらに、本県では、平成２５（２０１３）年に全国で初となる「手話言語条例」を制定しました。

条例制定により、手話やろう者に対する県民への関心が高まり、障がいのある人からは「手話が

認められ、ろう者が認められた」という自信が生まれました。また、条例制定を契機に始めた「全

国高校生手話パフォーマンス甲子園」は、全国の多くの高校生が参加し、各地域で手話言語を学

ぶ機会が創出され、新たなつながりが生まれるきっかけとなっています。こうした取組は、その

他多くの障がいや障がい者に対する県民意識の向上に繋がるものと認識しています。 
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〇令和元年６月には「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（読書バリアフリー法）

が施行され、本県では「鳥取県視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画」（令和３年

３月策定）に基づき、障がいの有無に関わらず全ての県民が等しく読書を通じて文字・活字文化

の恩恵を受けることができる社会の実現に向け、アクセシブルな書籍等の普及・提供や量的拡充・

質の向上、視覚障がい者等の障がいの種類・程度に応じた配慮など、各種体制整備を図っている

ところです。 

 

○障がい者の社会参加に係る取組について、平成２６（２０１４）年度に、「障がいを知り、共に生

きる」をテーマに、「あいサポート・アートとっとりフェスタ（第１４回全国障がい者芸術・文化

祭とっとり大会）」を開催し、障がい者が暮らしやすい社会づくりへの飛躍を遂げることが出来ま

した。また、パラリンピックを見据え、アスリート育成、大規模大会や合宿誘致はもとより、障

がい者が楽しみながらスポーツを継続できる環境の整備や、障がい者スポーツを推進する指導人

材の育成など、障がい者スポーツ施策についても展開してきたところです。 

 

【施策の基本的方向】 

（１）教育・啓発の推進 

学校教育では、共生社会の実現のため、障がいのある人や家族、支援者との交流等を通して、

障がい者差別の問題は社会全体の課題であるという認識を深め、共に生きていこうとする態度

を育てる教育の推進に努めます。そして、障がいのある人と障がいのない人が共に学ぶ仕組み

であるインクルーシブ教育システムの構築をめざして、特別支援教育の取組の推進に努めます。 

社会教育では、障がいの有無にかかわらず、お互いの人格や個性が尊重され、共に認め合い

ながら生きることができるよう、障がいや障がいのある人への理解を深めるとともに、ユニバ

ーサルデザインに対する理解や普及等を促進する教育の取組の充実に努めます。 

障がいの特性、障がいのある人への必要な配慮などを理解し、障がいのある人にちょっとし

た手助けや配慮を実践することにより、障がいのある人が暮らしやすい地域社会（共生社会）

を作っていく「あいサポート運動」について、県民等への周知及び広報を更に進めることによ

り、県内のあいサポーター、あいサポート企業・団体の更なる増加を図るとともに、現在、中

国地方各県、長野県、奈良県、和歌山県、韓国江原道等に広がっているこの運動を更に全国に

広げるため他の自治体（※）への働きかけを積極的に行います。 

※連携自治体：島根県、岡山県、広島県、山口県、長野県、奈良県、和歌山県、埼玉県６市６町、 

北海道２市、大阪府２市、京都府２市、神奈川県大和市、兵庫県西宮市、韓国江原道 

 

また、平成２８（２０１６）年４月に施行された障がいを理由とする差別の解消を目的とし

た「障害者差別解消法」が、令和３（２０２１）年５月に改正され、事業者による社会的障壁

の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供が義務化されることなどを踏まえ、法の趣

旨・目的等に関する効果的な広報・啓発活動等、制度の周知を図ります。 

 

（２）相談支援体制の充実 

市町村が設置する地域生活支援センター等において、障がい者及びその家族に総合的な相談

支援を行います。その他、基幹相談支援センターの設置を促進するほか、相談支援専門員や身

体・知的障がい者相談員による相談対応など、関係機関と連携して相談支援体制の充実を図り

ます。 
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（３）権利擁護の推進 

「障害者虐待防止法」に基づき、障がい者虐待の未然防止、早期発見・早期解決を図るため

の取組を推進します。また、障害福祉サービス事業所等への研修及び実地指導の実施により、

事業所における虐待予防、早期発見等に努めます。また、市町村及び鳥取労働局等関係機関と

の連携や、広く障がい理解への啓発を通じて、養護者・使用者に係る虐待防止への取組を進め

ていきます。 

さらに、障がい者が地域で生活するときには、預貯金などの財産管理やサービスを受けるた

めの契約締結などを原則的には自ら行うこととなり、障がい者の権利利益を保護するため、「成

年後見制度（※）の利用の促進に関する法律」に基づき、市町村及び成年後見支援センターな

ど地域の多様な主体が連携して地域の課題に取り組む地域連携ネットワークの構築を進めてい

くとともに、各市町村における権利擁護の取組について、市町村単位では解決が困難な広域的

な課題への対応について支援を行っていきます。 

 

※認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上保護などの法 

律行為をひとりで行うのが難しい場合があることから、判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援す 

る制度。 

 

（４）障がい者差別の解消に向けた取組 

   「障害者差別解消法」では「障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「障がい

のある人に対する合理的配慮の提供」を規定しています。法の運用が適切に行われるよう、地

域協議会の開催や、県職員行動規範に基づく適切な対応、民間事業者等への制度の周知・啓発

など、各種取組に努めます。 

   また、差別的取扱い等に関する相談に対しては、障がい者差別解消相談支援センターを設置

し、関係機関と連携しながら相談者に対する支援と問題解決に努めます。 

   

（５）社会参加と雇用の推進 

平成２６（２０１４）年度に開催した「あいサポート・アートとっとりフェスタ」の大会成

果を引き継ぐべく、障がい者芸術・文化振興の取組を進めます。また、障がい者スポーツ振興

については、引き続きアスリート育成、大規模大会や合宿誘致などを行っていくとともに、障

がい者スポーツの裾野を広げるための各種取組を積極的に実施していきます。 

障がいのある人が地域で自立した生活を送るためには就労が重要であり、働く意欲のある障

がい者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、障がいのある人それぞれ

の状況に応じた一般就労に向けた支援を行うとともに、就労継続支援事業所等における工賃の

向上に向けた支援を推進します。 

年々、障がいのある人の就業者数は増えていますが、障がい特性に応じた多様な働き方の推

進、職場定着の促進のため、職場適応援助者（ジョブコーチ）の養成、障がい者雇用への理解

を促進する企業向け研修などを通じ、新規雇用・職場定着の支援の取組みを行っていきます。 

 

（６）暮らしやすいまちづくりの推進 

障がいのある人の自立と社会参加を支援し、誰もが快適で暮らしやすい環境整備を推進する

ため、施設等のバリアフリー化を推進するとともに、すべての人にとって利用しやすいユニバ

ーサルデザインによるまちづくりを推進します。 

また、障がいがある人とない人が共に暮らす社会を構築するためには、障がい者が情報に十
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分アクセスでき、地域でコミュニケーションを取れることが重要であり、手話の普及や環境整

備のための取組や、障がい者への情報アクセス・コミュニケーション支援（※）を推進します。 

※情報アクセス・コミュニケーション支援：視覚や聴覚、音声機能などに障がいがあり、文字や音声などの 

情報へのアクセスや意思疎通に困難を抱える者に対して、その困難を取り除くために行う支援 

 

（７）特別支援教育の充実 

児童生徒の自立と社会参加を促進するため、全ての教職員の専門性の向上、ＬＤ等専門員（※）

や特別支援教育コーディネーターなど校外の人材の有効活用、特別支援学校のセンター的機能

の充実と学校間連携の推進など、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに対応した適切な教育的

支援を行う取組を進めます。 

 

※ＬＤ等専門員：学習障がい（ＬＤ＝Learning Disabilities）等の発達障がいのある又は可能性のある幼 

児児童生徒及びその指導に携わる教員、保護者等を対象に相談活動を行うとともに、特別支援教育の校内 

（園内）支援体制の機能の充実に向けた支援を行う教員・事務局職員 

 

（８）精神障がいのある人に関する施策の充実 

精神障がいのある人については、入院医療中心の治療体制が推進されてきたこと等により閉

鎖的環境に置かれていた歴史が長く、治療方法が進歩してきた現在も、偏見や差別が根強く残

っています。 

精神障がいは、誰でもなる可能性のある障がいであり、適切な治療の継続により症状の安定

や回復を図ることが可能であるなど、フォーラムの開催等により精神障がいに関する正しい知

識の普及と啓発を行うことにより、県民の精神障がいへの誤解、偏見及び差別を解消するよう

取り組みを進めます。 

また、精神疾患のある方（措置入院患者）が措置入院解除後、地域で安心して生活すること

ができるよう関係機関で連携して支援を行い、地域生活への移行を推進するとともに、精神疾

患に対する適切な医療が提供されるよう、精神科病院の指導を適切に実施し、休日・夜間等の

精神科救急医療体制を整備するなど、精神科医療の充実を図ります。 
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